
八幡浜市墓地条例施行規則 

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日 

 規 則 第 ４ 号 

 

八幡浜市墓地条例施行規則（平成１７年規則第１０９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八幡浜市墓地条例（平成１７年条例第１５９号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（納骨施設の開館時間及び休館日） 

第２条 納骨施設の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 開館時間 午前９時から午後５時まで 

⑵ 休館日 １月１日及び市長が指定する日 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、こ

れを変更することができる。 

（納骨壇へ収蔵する容器に係る基準） 

第３条 納骨壇へ収蔵する容器の基準は、別表１のとおりとする。 

（納骨施設の使用申請に係る資格） 

第４条 納骨施設の使用を申請できる者は、別表２のとおりとする。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 （墓所に係る使用許可等） 

第５条 条例第４条の規定に基づき墓所を使用しようとする者は、墓所使用許可

申請書（様式第１号）に使用申請者の本籍及び住所を明らかにできる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、墓所使用許可証（様式第２号）を当該申請者へ交付

しなければならない。 

 （納骨施設に係る使用許可等） 

第６条 条例第４条の規定に基づき納骨施設を使用しようとする者は、納骨施設

使用許可申請書（様式第３号）に使用申請者の本籍及び住所を明らかにできる

書類等を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の使用申請者が本市に本籍又は住所を有しない者であって、かつ、死亡



時に本市に本籍又は住所を有していた者の祭しを主宰する者の場合は、同項に

規定する書類等に加えて、当該死亡時に本市に本籍又は住所を有していた被収

蔵者の本籍及び住所を明らかにできる書類を、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前２項に規定する申請書等を受理した場合は、速やかにその内容を

審査し、適当と認めたときは、納骨施設使用許可証（様式第４号）を当該申請

者へ交付しなければならない。 

 （使用許可証の再交付等） 

第７条 前２条に規定する許可証を亡失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちに

理由を付し、墓所の使用にあっては墓所使用許可証再交付申請書（様式第５号）

を、納骨施設の使用にあっては納骨施設使用許可証再交付申請書（様式第６号）

を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。 

（収蔵の届出） 

第８条 第６条の規定により納骨施設の使用の許可を受けたもの（以下「納骨施

設使用者」という。）は、納骨施設へ焼骨を収蔵しようとするときは、収蔵届（様

式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（納骨壇の使用期間の変更等） 

第９条 納骨施設使用者が、条例第４条の２第２項に規定する使用期間の変更を

しようとするときは、納骨施設（納骨壇）使用期間変更許可申請書（様式第８

号）に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、使用期間の変更の許可をしたときは、納骨施設（納骨壇）使用期間

変更許可証（様式第９号）を当該申請者に交付するとともに許可証を返付する。  

３ 使用期間の変更を許可した場合において、変更後の使用期間に基づいて算定

した使用料の額が既に徴収した使用料の額を上回るときは、当該許可の際、そ

の差額を徴収する。 

（納骨施設における使用料の減免） 

第１０条 納骨施設において、条例第６条の規定による使用料の減額又は免除は、

別表３のとおりとする。 

２ 前項に規定する納骨施設に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は、

納骨施設使用料減免申請書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（墓所又は納骨壇の返還） 

第１１条 条例第７条第１項の規定により墓所を返還しようとする者は、墓所返



還届（様式第１１号）に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第７条第１項の規定により納骨壇を返還しようとする者は、納骨壇返還

届（様式第１２号）に許可証（使用期間変更許可証の交付を受けた者にあって

は、当該使用期間変更許可証を含む。）を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

（使用料の還付） 

第１２条 墓所を返還した場合は、条例第８条第１項の規定により、既納の使用

料について、別表４に定めるところにより、同表の右欄に掲げる割合を上限と

して還付することができる。 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓所使用料還付請求

書（様式第１３号）を市長に提出しなければならない。 

３ 条例第８条第２項ただし書の規定により納骨壇を返還した場合の既納の使用

料の還付又は同条第３項の規定による納骨壇の使用期間を変更した場合の既納

の使用料の還付については、別表５に定めるところによる。 

４ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、納骨施設使用料還付

請求書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

（使用権の承継） 

第１３条 条例第９条の規定により墓所又は納骨施設の使用権を承継しようとす

る者は、墓所使用承継許可申請書（様式第１５号）又は納骨施設使用承継許可

申請書（様式第１６号）を市長に提出しなければならない。 

（墓籍簿及び納骨簿） 

第１４条 主管課長は、墓籍簿（様式第１７号）及び納骨簿（様式第１８号）を

備え、墓所及び納骨施設の使用状況を明らかにしなければならない。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、こ



の規則の規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日前に、この規則の施行の際現に存する様式によりされた

処分、手続その他の行為は、改正後の八幡浜市墓地条例施行規則に定める相当

の様式によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 

  



別表１（第３条関係） 

区分 容器の基準 

幅及び奥行き ２０センチメートル以下 

高さ ２２センチメートル以下 

 

別表２（第４条関係） 

 区分 申請者に必要な資格 

納骨施設の生前予約 ６５歳以上である者 

納骨壇（２体用）の使用 夫婦である者 

 

別表３（第１０条関係） 

区分 減免の割合等 

被収蔵者が、行旅病人及び行旅死亡

人取扱法（明治３２年法律第９３

号）第１条に規定する死亡者である

場合 ２分の１ 

被収蔵者が、災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第２条に規

定する災害により死亡した場合 

市長が特別な事由があると認める場

合 

その都度市長が定める額 

 

別表４（第１２条関係） 

 区分 還付割合の上限 

使用許可を受けた墓所に墓石等を設

置せず原状のまま返還したとき 

既納の使用料の５割 

使用許可を受けた墓所に墓石等を設

置したあと、原状に回復して返還した

とき 

既納の使用料の３割 

 



別表５（第１２条関係） 

 区分 還付割合の上限 

納骨壇の使用期間の変更に伴う使用

料又は納骨壇の返還に伴う使用料 

既納の使用料から納骨壇を使用した

年数（当該年数に１年未満の端数があ

るときは、これを切り上げた年数）に

条例第５条第２項第１号又は第２号

に規定する額を乗じて得た額を減じ

て得た額 

市長が特別の事由があると認めると

きの使用料 

その都度市長が定める額 

 

  



様式第１号（第５条関係）                         

 

 

墓所使用許可申請書 

 

年  月  日 

八幡浜市長         様 

 

使用申請者 本 籍 

住 所 

氏 名 

 

墓所の使用について、次のとおり申請します。  

申 請 場 所                    

申 請 面 積                           平方メートル 

使 用 料                     金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

墓所使用許可証 
 

許  可  番  号 第     号 

使 

用 

者 

本 籍                 
 

住 所                  

氏 名                  

許 可 場 所                     
 

許 可 面 積                     平方メートル 

使 用 料                     金         円 

 

墓所の使用について、上記のとおり許可します。  

 

年  月  日 

八幡浜市長          ㊞ 

 

使用上の注意 

１ 墓所内に工作物等を建設しようとするときは、あらかじめ市長の確認を受けてく

ださい。 

２ 使用地の全部又は一部が不用となり返還しようとするときは、墓所使用許可証を

添え、市長に届け出てください。  

３ 墓所の使用権は、譲渡又は転貸することができません。  

４ 墓所使用許可証を紛失したときは、直ちに届け出て再交付を受けてください。  

 



様式第３号（第６条関係） 

 

納骨施設使用許可申請書 

年  月  日 

八幡浜市長 大城 一郎 様 

 

 使用申請者 本 籍  

  住 所 〒 

    

  氏 名  

  電話番号  

 

 納骨施設の使用について、次のとおり申請します。 

 

１．種別 

□通常納骨 □生前予約 □改葬 

 

２．施設の使用理由 

□墓がない □墓じまい □その他（                 ） 

 

３．使用施設 

(1)納骨壇 

１ 体 用 氏 名  続 柄  

 

２ 体 用 
夫 氏名  続 柄  

妻 氏名  続 柄  

 

使用期間 年  

 

(2)合葬室 

氏 名  続 柄  

氏 名  続 柄  

氏 名  続 柄  

 

４．添付書類 

□使用申請者の本籍地の記載のある住民票 

□火葬・埋葬許可証 

□改葬許可証 

□申請者と被収蔵者の続柄が確認できる戸籍謄本等 

□収蔵される方の住民票の除票又は死亡記載のある戸籍謄本等 

 

※ 裏面の使用上の注意をご確認の上、申請してください。 

 

 



（裏） 

使用上の注意 

 

１ 納骨施設に収蔵できるものは、焼骨及び骨壺です。それ以外のもの（骨箱や写真、

副葬品など）は収蔵できません。 

２ 焼骨及び骨壺は、乾燥させ清潔な状態で納めてください。特に改葬の際には再火葬

を行うなど配慮をお願いします。 

３ 骨壺の大きさは、６寸以下（幅・奥行２０センチメートル以下、高さ２２センチメ

ートル以下）としてください。 

４ 焼骨を収蔵する納骨壇の位置は、使用許可の順に市が決定します。  

５ 納骨壇の使用期間を経過した焼骨は、市が骨壺から取り出し他の焼骨とともに合葬

室に合葬します。使用者には使用期間終了等の連絡はしません。  

６ 納骨壇に収蔵されている焼骨（納骨壇の使用期間中）の返還は可能です。合葬室に

収蔵された焼骨の返還はできません。 

７ 使用料は、使用許可の際に全額納めてもらいます。焼骨の返還による既納使用料の

還付は、特別の事由がある場合を除きしません。  

８ 生前予約をする場合は、自己の責任において死亡後に焼骨が収蔵されるようあらか

じめ必要な措置を講じてください。（生前に、親族などに納骨施設を利用することや

収蔵手続のことなどを伝えておくこと。） 

９ 納骨壇に焼骨を収蔵した後は、焼骨の返還を求める場合を除き納骨室に立ち入るこ

とはできません。 

10 施設内で宗教的な行事（法要や儀式など）を行うことはできません。 

11 参拝は、施設の開館時間に参拝所の献花台前で行ってください。 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

納骨施設使用許可証 

 

許可番号  第     号 

使

用

者 

本  籍  

住  所  

氏  名  

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種  別 

使用期間 

□納骨壇   体用   年  区画番号   －   番 

   （   年  月  日 ～    年  月  日） 

□合葬室 

使 用 料 金        円 

 

納骨施設の使用について、上記のとおり許可します。 

年  月  日 

 

八幡浜市長           ㊞ 



様式第５号（第７条関係） 

 

墓所使用許可証再交付申請書 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長         様 

使用申請者 本 籍 

住 所 

氏 名 

 

墓所使用許可証を亡失（損傷、汚損）したので、次のとおり再交付を申請します。 

 

申 請 場 所                    

申 請 面 積                           平方メートル 

使 用 料                   金          円 

許可年月日及び番号 年  月  日   第   号 

 



様式第６号（第７条関係） 

 

納骨施設使用許可証再交付申請書 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長         様 

使用申請者 本 籍 

住 所 

氏 名 

 

納骨施設使用許可証を亡失（損傷、汚損）したので、次のとおり再交付を申請します。 

 

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種  別 
□納骨壇   体用  年 区画番号  －   番 

□合葬室 

使 用 料 金         円 

許可年月日及び番号 年  月  日    第   号 

 



様式第７号（第８条関係） 

 

収  蔵  届 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長         様 

届出者 住 所 

                         氏 名 

 

焼骨の収蔵について、次のとおり届出します。 

 

許可年月日 年  月  日  許可番号 第    号 

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種  別 
□納骨壇   体用   年 区画番号   －   番 

□合葬室 

収蔵希望日時 年    月    日    時 

納骨室への入室 □希望する   □希望しない 

 



様式第８号（第９条関係） 

 

納骨施設（納骨壇）使用期間変更許可申請書 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長         様 

申請者 住 所 

                         氏 名 

 

納骨施設（納骨壇）の使用期間の変更について、次のとおり申請します。 

 

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種  別 納骨壇   体用   区画番号   －   番 

使用期間 

使用料 

 変更前   年   金       円 

 変更後   年   金       円 

 差額    年   金       円 □増 □減 

変更の理由 

 

 

 

添付書類 納骨施設使用許可証 

 



様式第９号（第９条関係） 

 

納骨施設（納骨壇）使用期間変更許可証 

 

許可番号 第     号 

使

用

者 

本  籍  

住  所  

氏  名  

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種  別 

使用期間 

□納骨壇   体用   年   区画番号   －  番 

  （   年  月  日 ～    年  月  日） 

使 用 料 金        円 

 

納骨施設の使用について、上記のとおり許可します。 

年  月  日 

 

八幡浜市長           ㊞ 

 



様式第１０号（第１０条関係） 

 

納骨施設使用料減免申請書 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長         様 

申請者 本 籍 

                         住 所 

                         氏 名 

 

納骨施設の使用料の減額又は免除について、次のとおり申請します。 

 

種   別 □納骨壇           □合葬室 

減額又は免除を 

必要とする事由 

 

 

 

減額の程度  

添付書類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第１１条関係） 

 

墓所返還届 

 

年  月  日 

八幡浜市長         様 

 

届出者（使用者） 住 所 

                         氏 名 

 

墓所の返還について、次のとおり届出します。 

 

返還場所   

返還理由 

  

  

  

  

原状回復 
 □墓石等を設置せず原状のまま返還 

 □墓石等を設置したあと原状に回復して返還 

添付書類  墓所使用許可証 

 



様式第１２号（第１１条関係） 

 

納骨壇返還届 

年  月  日 

 

八幡浜市長         様 

 

届出者（使用者） 住 所 

                         氏 名 

 

納骨壇の返還について、次のとおり届出します。 

 

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種  別 納骨壇   体用   年   区画番号   －   番 

返還理由 

 

 

 

 

添付書類  納骨施設使用許可証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１３号（第１２条関係） 

 

墓所使用料還付請求書 

 

年  月  日 

八幡浜市長         様 

                     〒 

住 所 

氏 名 

 

墓所を返還したので、下記のとおり使用料の還付を請求します。 

 

記 

 

１ 還付金額      金           円 

 

２ 振込口座 

 

金融機関名  

本・支店名  

 

口座名義人名 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

口座種別 □普通  □当座 

口座番号  

 

 



様式第１４号（第１２条関係） 

 

納骨施設使用料還付請求書 

 

年  月  日 

八幡浜市長         様 

                      〒 

住 所 

氏 名 

 

納骨壇の使用期間を変更（返還）したので、下記のとおり使用料の還付を請求します。 

 

記 

 

１ 還付金額      金           円 

 

２ 振込口座 

 

金融機関名  

本・支店名  

 

口座名義人名 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

口座種別 □普通  □当座 

口座番号  

 



様式第１５号（第１３条関係） 

 

墓所使用承継許可申請書 

 

年  月  日 

八幡浜市長         様 

                    〒 

代表承継者  住 所 

フリガナ 

氏 名 

電 話 (     )    ― 

被承継者との続柄（     ） 

 

墓所の使用権を承継したいので、次のとおり申請します。なお、私が墓所使用の祭しの主

宰者として承継を申請し許可を受けた後に、この件で紛争が生じたときは、私が責任をもっ

て解決することを誓約します。 

 

許可年月日及び番号 年   月   日   第    号 

使 用 場 所 墓地      号地     番 

承  継  の  理  由 

□ 使用者死亡のため 

□ 祭しを主宰する者が変更したため（生前承継） 

□その他（                        

被 承 継 者 

住 所  

氏 名  

添 付 書 類 
墓所使用許可証 

戸籍謄本（コピー可）又は「法定相続情報一覧図の写し」 

 氏 名 
被承継人 

との続柄 
住    所 

その他の

承継者 

   

   

   

   

   

※ 承継者の欄が不足したときは、用紙を適宜補充して使用してください。 



様式第１６号（第１３条関係） 

 

納骨施設使用承継許可申請書 

 

年  月  日 

八幡浜市長         様 

                    〒 

代表承継者  住 所 

フリガナ 

氏 名 

電 話 (     )    ― 

被承継者との続柄（     ） 

 

納骨施設の使用権を承継したいので、次のとおり申請します。なお、私が納骨施設使用の

祭しの主宰者として承継を申請し許可を受けた後に、この件で紛争が生じたときは、私が責

任をもって解決することを誓約します。 

 

許可年月日及び番号 年   月   日   第    号 

被収蔵者（死亡者）  

種   別 納骨壇   体用    年   区画番号  －  番   

承  継  の  理  由 

□ 使用者死亡のため 

□ 祭しを主宰する者が変更したため（生前承継） 

□ その他（                       

被 承 継 者 

住 所  

氏 名  

添 付 書 類 
納骨施設使用許可証 

戸籍謄本（コピー可）又は「法定相続情報一覧図の写し」 

 氏 名 
被承継人 

との続柄 
住    所 

その他の

承継者 

   

   

   

   

   

※ 承継者の欄が不足したときは、用紙を適宜補充して使用してください。 



様式第１７号（第１４条関係） 

 

墓 籍 簿 

 

第 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号 

使 

用 

者 

 

本 籍  

住 所  

氏 名  

等 級 号地 番 号 番 使 用 料 金  円 

許 可 年 月 日 年   月   日 許可番号 第  号 

備考 

 



様式第１８号（第１４条関係） 

 

納      骨      簿 

 

第 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

号 

使

用

者

 

本 籍  

住 所  

氏 名  

被収蔵者 

（死亡者） 

 

 

 

種 別 

使用期間 

□納骨壇   体用   年 

 区画番号   －   番 

（   年  月  日 

 ～   年  月  日) 

□合葬室 

使 用 料 金    円 

許 可 年 月 日 年   月   日 許可番号 第    号 

備考 

 

 

 

 


